
 

① 地域内の分散し錯綜した農地利用を整理し担い手ごとに集約化する必要がある場合や、耕作
放棄地等について、中間管理機構が農地を借り受け 

 

② 中間管理機構は、必要な場合には、基盤整備等の条件整備を行い、担い手（法人経営・大規
模家族経営・集落営農・企業）がまとまりのある形で農地を利用できるよう配慮して、貸付け 

 

③ 中間管理機構は、当該農地について農地としての管理 
 

④ 中間管理機構は、その業務の一部を市町村等に委託し、中間管理機構を中心とする関係者の
総力で農地集積・耕作放棄地解消を推進 
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○農業委員会の
農地基本台帳電
子化・地図化、耕
作放棄地所有者
への意思確認等
への支援 

 

 

 

 

 

○地域ぐるみの農地
中間管理機構の活
用への支援 

○農地中間管理機
構への農地の出し手
への支援 

 

 

 

 

 

 

農地借入賃料 

農地管理費（委託費を含む） 
利用条件整備費（同上） 
事業推進費（同上） 

 

 

 

 

 

 

○農地中間管理機構から
の農地の受け手への支援 

 

 

 

 

 

 

 

農地中間管理機構の整備・活用 

【26年度概算要求額（所要額）  1,039（-）億円】 

機構集積支援事業 
   126億円 

機構集積協力金交
付事業 

  140億円 

農地中間管理機構事業   655億円 
農地売買支援事業（特会）   16億円 

規模拡大交付金（特会） 
100億円 



供給サイドの構造改革  

地域内の分散・錯綜した農地利用 

＜1枚の圃場 30a区画＞ 

担い手ごとに集約化した農地利用 

＜1枚の圃場 1ha区画＞ 

 緑 Ａ 農業法人        20ha 
 青 Ｂ 大規模家族経営     20ha 
 黄 Ｃ 企業                  20ha 
 白 Ｄ その他の小規模家族経営 20ha 
               （20経営体） 

Ａ 農業法人     30ha (+10ha) 
Ｂ 大規模家族経営  25ha ( +5ha) 
Ｃ 企業            25ha ( +5ha) 

Ａ 

Ｂ Ｃ 

農地の集積・集約化でコスト削減 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

農地の集約（イメージ） 



１ 農地中間管理機構による集積・集約化活動［新規］
【（所要額）１０３，８９２（－）百万円】

対策のポイント
担い手への農地集積と集約化により農業構造の改革と生産コストの削減を

強力に推進するため、農地の中間受け皿として都道府県段階に農地中間管理

機構（仮称）を整備し、活用を図ります。

＜背景／課題＞

・現在の我が国の農業構造を見ると、担い手への農地流動化は毎年着実に進展し、担い

手の利用面積は農地全体の約５割となっているところですが、農業の生産性を高めて

いくためには、担い手への農地集積と農地の集約化を更に加速していく必要がありま

す。

・このため、都道府県段階に農地中間管理機構を整備し、担い手への農地集積・集約化

を加速的に推進していきます。

政策目標
担い手が利用する面積が今後10年間で全農地面積の８割となる

よう農地集積を推進

＜主な内容＞

１．農地中間管理機構事業 ６５，５３２百万円
担い手への農地集積・集約化や耕作放棄地の解消を加速化するため、農地の中間受

け皿となる公的機関（都道府県段階の農地中間管理機構）の整備及びその活動を支援

します。

２．機構集積協力金交付事業 １３，９５４百万円
人・農地プランの話合いの中で農地中間管理機構にまとまって農地の貸付けを行っ

た地域及び同機構に対する貸付けに伴って離農又は経営転換する者等に対して協力金

を支払います。

３．機構集積支援事業 １２，５６３百万円
農地中間管理機構による担い手への農地集積・集約化を推進するため、農地基本台

帳の電子化・地図化、耕作放棄地所有者への意思確認等を支援します。

４．規模拡大交付金（特会） ［所要額］１０，０００百万円
農地中間管理機構を通じて利用権を取得した担い手等を支援します。

５．農地売買支援事業（特会） ［所要額］１，６１０百万円
農地中間管理機構が農地を買い入れ、売り渡す事業を支援（買入資金への利子補給

等）します。

補助率：定額

事業実施主体：指定法人、都道府県、市町村等

［平成26年度予算概算要求の概要］



（関連対策）

① 農地の大区画化等の推進 （農業農村整備事業で実施）５０，２０７百万円
農地中間管理機構による農地の借受け・貸付けと連携した農地の大区画化・汎用

化等を推進します。

② 耕作放棄地再生利用緊急対策交付金 ［所要額］２，１３８百万円
荒廃した耕作放棄地を再生利用するための雑草・雑木除去や土づくり等の取組を

支援します。

お問い合わせ先：

１～５の事業 経営局農地政策課 （０３－６７４４－２１５１）

関連対策①の事業 農村振興局農地資源課（０３－６７４４－２２０８）

②の事業 農村振興局農村計画課（０３－６７４４－２４４２）

［平成26年度予算概算要求の概要］
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農地中間管理事業の推進に関する法律案要綱

第１ 目的

この法律は、農地中間管理事業について、農地中間管理機構の指定その他これを推

進するための措置等を定めることにより、農業経営の規模の拡大、耕作の事業に供さ

れる農用地の集団化、農業への新たに農業経営を営もうとする者の参入の促進等によ

る農用地の利用の効率化及び高度化の促進を図り、もって農業の生産性の向上に資す

ることを目的とすること。 （第１条関係）

第２ 定義

１ 「農用地等」とは、農地（耕作の目的に供される土地をいう。）及び農地以外の

土地で主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供され

るもの（以下「農用地」という。）並びに農業用施設の用に供される土地等をい

うものとすること。

２ 「農地中間管理事業」とは、農用地の利用の効率化及び高度化を促進するため、

都道府県の区域（農業振興地域の整備に関する法律の規定により指定された農業振

興地域の区域内に限る。）を事業実施地域として次の業務を行う事業であって、農

地中間管理機構（第４の指定を受けた者をいう。以下同じ。）が行うものをいうも

のとすること。

（１）農用地等についての農地中間管理権（農用地等について、第10から第15までに

定めるところにより貸し付けることを目的として農地中間管理機構が取得する賃

借権、使用貸借による権利又は農地貸付信託の引受けにより取得する所有権等を

いう。以下同じ。）を取得すること。

（２）農地中間管理権を有する農用地等の貸付け（貸付けの相手方の変更を含む。）

を行うこと。

（３）農地中間管理権を有する農用地等の改良、造成又は復旧、農業用施設の整備そ

の他当該農用地等の利用条件の改善を図るための業務を行うこと。

（４）農地中間管理権を有する農用地等の貸付けを行うまでの間、当該農用地等の管

理（当該農用地等を利用して行う農業経営を含む。）を行うこと。

（５）（１）から（４）までの業務に附帯する業務を行うこと。 （第２条関係）

第３ 農地中間管理事業の推進に関する基本方針

１ 都道府県知事は、農地中間管理事業の推進に関する基本方針（以下「基本方針」

という。）を定めるものとすること。

２ 基本方針においては、効率的かつ安定的な農業経営を営む者が利用する農用地の

面積の目標その他農地中間管理事業の推進により達成しようとする農用地の利用の

効率化及び高度化の促進に関する目標、農地中間管理事業の推進に関する基本的な

方向等、農地中間管理事業の推進に関し必要な事項を定めるものとすること。

３ 基本方針は、農業経営基盤強化促進法の基本方針に適合しなければならないもと

すること。
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４ 都道府県知事は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これ

を公表しなければならないものとすること。 （第３条関係）

第４ 農地中間管理機構の指定

都道府県知事は、農用地の利用の効率化及び高度化の促進を図るための事業を行う

ことを目的とする一般社団法人又は一般財団法人（一般社団法人にあっては地方公共

団体が総社員の議決権の過半数を有しているもの、一般財団法人にあっては地方公共

団体が基本財産の額の過半を拠出しているものに限る。）であって、農地中間管理事

業に関し、次の基準に適合すると認められるものを、その申請により、都道府県に一

を限って、農地中間管理機構として指定することができるものとすること。

（１）職員、業務の方法その他の事項についての農地中間管理事業に係る業務の実施

に関する計画が適切なものであり、かつ、その計画を確実に遂行するに足りる経

理的及び技術的な基礎を有すると認められること。

（２）役員の過半数が、経営に関し実践的な能力を有する者であると認められること。

（３）農地中間管理事業の運営が、公正に行われると認められること。

（４）農地中間管理事業以外の事業を行っている場合には、その事業を行うことによ

って農地中間管理事業の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

（５）その他農地中間管理事業を適正かつ確実に行うに足りるものとして農林水産省

令で定める基準に適合するものであること。 （第４条関係）

第５ 農地中間管理事業評価委員会

１ 農地中間管理機構には、農地中間管理事業評価委員会を置かなければならないこ

ととし、同委員会は、農地中間管理事業の実施状況を評価し、これに関し必要と認

める意見を農地中間管理機構の代表者に述べることができるものとすること。

２ 農地中間管理事業評価委員会の委員は、農地中間管理事業に関し客観的かつ中立

公正な判断をすることができる者のうちから、都道府県知事の認可を受けて農地中

間管理機構の代表者が任命するものとすること。 （第６条関係）

第６ 役員の選任及び解任

１ 農地中間管理機構の役員の選任及び解任は、都道府県知事の認可を受けなければ

、その効力を生じないものとすること。

２ 都道府県知事は、農地中間管理機構の役員が、この法律若しくはこの法律に基づ

く命令若しくはこれらに基づく処分又は第７の農地中間管理事業規程に違反する行

為をしたとき、農地中間管理事業の実施状況が著しく不十分である場合において、

当該役員に引き続きその職務を行わせることが不適当であると認められるとき等に

おいて、農地中間管理機構に対し、当該役員を解任すべきことを命ずることができ

るものとすること。 （第７条関係）

第７ 農地中間管理事業規程

１ 農地中間管理機構は、農地中間管理事業の開始前に、農地中間管理事業の実施に
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関する規程（以下「農地中間管理事業規程」という。）を定め、都道府県知事の認

可を受けなければならないものとすること。

２ 農地中間管理事業規程においては、次の事項を定めるものとすること。

（１）農地中間管理事業を重点的に実施する区域の基準

（２）農地中間管理権を取得する農用地等の基準

（３）農地中間管理権の取得の方法

（４）第11に規定する農用地利用配分計画の決定の方法

（５）第２の２の（３）の業務の実施基準

（６）農地中間管理事業に関する相談又は苦情に応ずるための体制に関する事項

（７）その他農地中間管理事業の実施方法に関して農林水産省令で定める事項

３ 都道府県知事は、１の認可の申請があった場合において、次のいずれにも適合し

ていると認めるときは、その認可をしなければならないものとすること。

（１）基本方針に適合し、かつ、農地中間管理事業の実施方法が適正かつ明確に定め

られていること。

（２）２の（１）の事項が、農地中間管理事業が効率的かつ効果的に実施され、農用

地の利用の効率化及び高度化を促進する効果が高いと見込まれるものであること。

（３）２の（２）の事項が、農用地等として利用することが著しく困難であるものを

対象に含まないことその他農用地等の形状又は性質に照らして適切と認められる

ものであり、かつ、第10による募集に応募した者の数その他地域の事情を考慮し

て農地中間管理権を取得することを内容とするものであること。

（４）２の（３）の事項が、農用地等の所有者からの申出に応じて農地中間管理権の

取得に関する協議を行うほか、農用地の利用の効率化及び高度化の促進を図るた

め特に必要があると認める場合に農地中間管理機構が農用地等の所有者に対し当

該協議を申し入れることを内容とするものであること。

（５）２の（４）の事項が、地域の農業の健全な発展を旨として、公平かつ適正に農

用地等の貸付けの相手方の選定及びその変更を行うものと認められること。

（６）２の（５）の事項が、農用地等の貸付けが確実に行われると見込まれる場合に

実施することを内容とするものであること。

（７）特定の者に対し不当に差別的な取扱いをするものでないこと。

４ 農地中間管理機構は、１の認可を受けたときは、その農地中間管理事業規程を公

表しなければならないものとすること。 （第８条関係）

第８ 事業計画等

１ 農地中間管理機構は、事業年度ごとに、その事業年度の農地中間管理事業の目標

等を定めた事業計画及び収支予算を作成し、毎事業年度開始前に、都道府県知事の

認可を受けなければならないものとするとともに、これらを公表しなければならな

いものとすること。

２ 農地中間管理機構は、毎事業年度終了後、農地中間管理事業に関し事業報告書、

貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、農地中間管理事業評価委員会の意
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見を付して、都道府県知事に提出するとともに、これらを公表しなければならない

ものとすること。 （第９条関係）

第９ 監督命令

都道府県知事は、農地中間管理事業の適正な実施を確保するため必要があると認め

るときは、農地中間管理機構に対し、農地中間管理事業に関し監督上必要な命令をす

ることができるものとすること。 （第13条関係）

第10 借受けを希望する者の募集等

農地中間管理機構は、定期的に、区域ごとに、当該区域に存する農用地等について

借受けを希望する者を募集し、これに応募した者及びその応募の内容に関する情報を

整理し、これを公表するものとすること。 （第17条関係）

第11 農用地利用配分計画

１ 農地中間管理機構は、農地中間管理権を有する農用地等について賃借権の設定等

を行おうとするときは、農用地利用配分計画を定め、都道府県知事の認可を受けな

ければならないものとすること。

２ 農用地利用配分計画においては、賃借権の設定等を受ける者の氏名・住所、その

者が賃借権の設定等を受ける土地の所在・地番・地目・面積、設定等を受ける権利

の種類・内容・始期・存続期間、その者が賃借権の設定等を受けた農用地等を適正

に利用していないと認められる場合に賃貸借又は使用貸借の解除をする旨の条件そ

の他必要な事項を定めるものとすること。

３ 都道府県知事は、１の認可の申請があったときは、その旨を公告し、当該農用地

利用配分計画を当該公告の日から２週間公衆の縦覧に供しなければならないものと

し、利害関係人は、当該縦覧期間満了の日までに、当該農用地利用配分計画につい

て、都道府県知事に意見書を提出することができるものとすること。

４ 都道府県知事は、１の認可の申請に係る農用地利用配分計画について、農用地利

用配分計画の内容が、基本方針及び農地中間管理事業規程に適合するものであるこ

と、賃借権の設定等を受ける者が第10により公表されている者であること、その者

が耕作又は養畜の事業に供すべき農用地の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の

事業を行うと認められること、その者が耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時

従事すると認められない者である場合にはその者が地域の農業における他の農業者

との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること等

の要件に該当すると認めるときは、その認可をするものとすること。

５ 都道府県知事は、１の認可をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければな

らないものとし、その公告があった農用地利用配分計画の定めるところによって賃

借権又は使用貸借による権利が設定され、又は移転するものとすること。

６ 農地中間管理機構が農地中間管理権を有する農用地等の貸付けを行う場合には、

民法の規定にかかわらず、貸主又は賃貸人の承諾を得ることを要しないものとする
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こと。 （第18条関係）

第12 計画案の提出等の協力

１ 農地中間管理機構は、農用地利用配分計画を定める場合には、市町村に対し、農

用地等の保有及び利用に関する情報の提供その他必要な協力を求めるものとするこ

と。

２ 農地中間管理機構は、１の場合において必要があると認めるときは、市町村に対

し、その区域に存する農用地等について、第11の１及び２の例により、第11の４の

要件に該当する農用地利用配分計画の案を作成し、農地中間管理機構に提出するよ

う求めることができるものとすること。

３ 市町村は、１又は２の協力を行う場合において必要があると認めるときは、農業

委員会の意見を聴くものとすること。 （第19条関係）

第13 農地中間管理権の設定等に係る契約等の解除

農地中間管理機構は、その有する農地中間管理権に係る農用地等が、相当の期間を

経過してもなお貸付けを行うことができる見込みがないと認められるとき、又は災害

その他の事由により農用地等としての利用を継続することが著しく困難となったとき

は、都道府県知事の承認を受けて、当該農地中間管理権に係る賃貸借又は使用貸借の

解除をすることができるものとすること。 （第20条関係）

第14 農用地等の利用状況の報告等

１ 農用地利用配分計画の定めるところにより賃借権の設定等を受けた者は、毎年、

当該賃借権の設定等を受けた農用地の利用の状況について、農地中間管理機構に報

告しなければならないものとすること。

２ 農地中間管理機構は、農用地利用配分計画の定めるところにより賃借権の設定等

を受けた者が、農用地等を適正に利用していないと認めるとき又は正当な理由がな

くて１による報告をしないときは、都道府県知事の承認を受けて、当該農用地等に

係る賃貸借又は使用貸借の解除をすることができるものとすること。

（第21条関係）

第15 業務の委託

１ 農地中間管理機構は、農用地利用配分計画の決定等の農地中間管理事業に係る業

務を他の者に委託してはならないものとすること。

２ 農地中間管理機構は、農地中間管理事業に係る業務（１に規定する業務を除く。

）の一部を他の者に委託しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の承認を

受けなければならないものとすること。 （第22条関係）

第16 地方公共団体との連携等

農地中間管理機構は、地方公共団体並びに日本政策金融公庫、沖縄振興開発金融公

庫及び農林漁業成長産業化支援機構と密接な連携の下に、その創意工夫を発揮して農

- 6 -

地中間管理事業を積極的に実施しなければならないものとすること。（第23条関係）

第17 事業への協力

都道府県農業会議、農業協同組合、農業協同組合連合会、土地改良区、都道府県土

地改良事業団体連合会その他の農業に関する団体等は、農地中間管理事業の実施に関

し農地中間管理機構から必要な協力を求められた場合には、これに応ずるように努め

るものとすること。 （第24条関係）

第18 農林水産大臣による評価等

農林水産大臣は、農地中間管理事業の実施状況について全国的な見地から評価を行

い、その結果及び農地中間管理事業を効率的かつ効果的に実施している農地中間管理

機構の取組に関する情報を公表することその他の方法により、農地中間管理事業の効

率的かつ効果的な実施に向けた取組が促進されるように努めるものとすること。

（第25条関係）

第19 農林水産大臣への通知

都道府県知事は、第四の指定をしたとき等所要の場合には、遅滞なく、その旨を農

林水産大臣に通知しなければならないものとすること。 （第30条関係）

第20 事務の区分

第３の１等により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第２条

第９項第１号に規定する第１号法定受託事務とすること。 （第31条関係）

第21 罰則

罰則について所要の規定を定めるものとすること。 （第33条関係）

第22 附則等

１ この法律は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行するものとすること。 （附則第１条関係）

２ 政府は、この法律の施行後５年を目途として、農地中間管理事業及びこれに関連

する事業に関し、その実施主体を含むこれらの事業の在り方について検討を加え、

その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。 （附則第２条関係）

３ その他所要の規定の整備を行うこと。


